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誰もが安全に、安心して過ごせるまち

安全・安心3

施策方針
３-1 防災・減災対策の充実

施策方針
３-２ 消防・救急体制の充実

施策方針
３-３ 暮らしの安全の確保
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●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。誰もが安全に、安心して過ごせるまち

基本事業〔１〕 市民の防災意識の醸成

基本事業〔１〕 市民の防火意識の醸成と災害対応力の向上

基本事業〔１〕 交通安全等に関する意識の醸成や地域活動の充実

基本事業〔２〕 地域の防災力向上

基本事業〔２〕 救急体制の整備・充実

基本事業〔２〕 安心して通行できる道路環境の整備

基本事業〔３〕 防災体制の整備・充実、地域強靱化計画に基づくまちづくり

基本事業〔３〕 消防体制の整備・充実

基本事業〔３〕 防犯等に関する意識の醸成や地域活動の充実

基本事業〔４〕 消費者被害に対する啓発の推進や相談体制の充実
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❶

近年、本市では大きな災害が発生して
おらず、地域によって災害への意識に
差があるため、すべての住民が災害を

「我がこと」として捉え、事前の備え
に取り組む必要があります。

・ 防災情報の収集手段やハザードマップの活
用方法、避難経路の確認、備蓄品の準備な
どについて、周知・啓発を行います。

〔1〕市民の防災意識の醸成

主 な 課 題 主 な 取 組

施策の
目指す姿

●市民の防災意識が向上している。
●地域の防災力が向上している。
●行政の防災体制の充実や、地域強靱化計画に基づく強靱な
　まちづくりが進んでいる。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］
［基本事業〔3〕］

施策方針 ■関連 SDGs

３-1 防災・減災
対策の充実

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心

❶
自主防災組織や防災士、防災アドバイ
ザーなどによる地域の防災活動を促進
するための支援が必要です。

・ 自主防災組織の活動や防災資機材の整備等
を支援するとともに、幅広い年齢層の参加
を促す訓練内容の検討や実施に向けた支援
を行います。

❷
外国人などの要配慮者に対して、災害
時に適切な避難行動がとれるよう、周
知・啓発活動を行う必要があります。

・ 緊急情報の伝達手段の多重化やハザード
マップの周知、多言語対応等の取組を推進
します。

❸ 避難行動要支援者を適切に支援する体
制の整備が必要です。

・ 避難行動要支援者名簿を作成し、市と避難
支援等関係者が連携して、一人ひとりの状
況に応じた個別避難計画を作成し、計画に
基づく避難訓練等を実施します。

〔2〕地域の防災力向上

主 な 課 題 主 な 取 組
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〔3〕防災体制の整備・充実、地域強靱化計画に基づくまちづくり

主 な 課 題 主 な 取 組

❶
防災に関する専門知識や、災害対応の
経験を持つ職員が少ないため、人材の
育成・確保が必要です。

・ 広島県と市町が連携し、合同で防災人材の
育成・確保を目的とした研修や訓練等を実
施します。

❷
適切な避難行動につなげるため、災害
時の情報伝達のあり方について検討が
必要です。

・ 本市の防災情報伝達システムの整備方針を
検討し、必要な整備を進めます。

❸
市単独での災害対応には限界があるた
め、民間事業者や関係機関との連携体
制を構築する必要があります。

・ 民間事業者や関係機関との間で、災害時に
有効な協定の締結を進めます。

❹
災害時の避難生活の質を高め、誰もが
安心して過ごせるよう、避難所の生活
環境の向上が必要です。

・ 要配慮者を含むすべての避難者が避難所で
良好な生活環境を確保できるよう、必要な
設備や物資等の整備を引き続き進めます。

❺
市民の生命・財産を守るため、地域強
靱化計画に基づく強靱なまちづくりを
進める必要があります。

・ 台風・豪雨等による土砂災害や水害、地震
や津波に備え、河川・砂防施設、急傾斜地
崩壊対策施設、海岸保全施設等の整備促進、
上下水道施設の耐震化、防災拠点の機能強
化、無電柱化など、事前防災・減災に資す
る基盤整備を推進します。

・ 宅地の安全性を確保するため、適正な宅地
造成等の促進や、大規模盛土造成地の耐震
化を推進します。

・ 耐震性能を満たしていない民間建築物等の
耐震診断・耐震改修を促進するため、引き
続き費用負担の支援を行います。

・ 地籍調査を着実に進め、土地の境界や権利
関係を明確にすることで、災害発生時の迅
速な復旧・復興等につなげます。

●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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主な関係課室
●総務課　●健康福祉総務課　●建設総務課　
●宮島口みなとまちづくり推進課　●施設整備課　
●維持管理課　●地籍調査課　●下水道建設課　●都市計画課
●建築指導課　●住宅政策課　●消防本部総務課　
●消防本部予防課　●消防本部警防課

施策主管課室

危機管理課

主な関連計画

●地域防災計画　　　●地域強靱化計画　　　●耐震改修促進計画

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 自分が住んでいる場所の災害リスクを確認したことが
ある市民の割合 72.3% 80.0%

2 家庭などで備蓄している市民の割合 37.4% 48.2%

3 防災訓練などを実施している自主防災組織等の団体数 25団体
（89.3％）

28団体
（100.0％）

4 地震・風水害などの対策がされていると思う市民の割合 52.8%
（R6年度） 67.9%

施策の進捗状況を確認する指標

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心
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●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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❶
建物火災の大半を占める住宅火災によ
る被害を減らすために、住宅の防火対
策を促進する必要があります。

・ イベントや各種広報媒体を活用し、住宅防
火対策の普及啓発を行います。特に、住宅
火災での死亡リスクが高い高齢者世帯等を
中心に、住宅用火災警報器の適切な設置・
維持管理について啓発するとともに、設置
支援策を検討します。

❷
事業所が従業員や来訪者の安全と事業
継続を確保できるよう、防火対象物や
危険物施設等の防火・防災管理体制の
強化を啓発する必要があります。

・ 防火対象物や危険物施設等に対し消防関係
法令に基づく立入検査や指導を実施しま
す。特に、法令違反は人命に直結するため、
重点的に指導します。

❸
火災発生時に市民が適切な行動をと
り、自らが生命や財産を守れるよう啓
発する必要があります。

・ 幼児及び児童を対象にしたこども防火教育を
推進し、自ら考え行動する力を育み、将来に
わたる防火・防災意識の定着を図ります。

・ 防火管理者等を中心とした事業所における消防
訓練が実効性のあるものになるよう支援します。

〔1〕市民の防火意識の醸成と災害対応力の向上

主 な 課 題 主 な 取 組

施策の
目指す姿

●市民や事業者の防火意識が向上している。
●持続可能な救急体制が確立されている。
●消防職員・消防団員のあらゆる災害対応力が向上している。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］
［基本事業〔3〕］

施策方針 ■関連 SDGs

3-2 消防・救急体制の
充実

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心

❶
高齢化に伴い、救急出動件数の更なる
増加が見込まれるため、持続可能な救
急体制の確保が必要です。

・ 救急隊の体制強化や救急車の適正利用に関
する普及啓発を通じて、持続可能な救急体
制の確保を図ります。

・ 国や広島県と連携し、医療機関との受入調
整に関する情報共有の DX を推進すること
で、救急業務の円滑化と効率化を図ります。

〔2〕救急体制の整備・充実

主 な 課 題 主 な 取 組
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〔3〕消防体制の整備・充実

主 な 課 題 主 な 取 組

❶
複雑・多様化する災害に対応するため、
消防関連施設や消防車、災害現場で使
用する資機材等の計画的な整備や維持
管理が必要です。

・ 消防通信指令システムや消防車両、消防資
機材、消防水利の計画的な維持管理及び更
新を通じて、消防体制の強化を図ります。

・ 地域の消防防災拠点である消防署、分署及
び消防団車庫の適正配置を進めるととも
に、庁舎の老朽化等に対応した更新や耐震
対策を行います。

❷
消防職員や消防団員の災害対応力を高
めるため、教育研修や訓練の更なる充
実が必要です。

・ 消防の任務遂行に必要な知識や技術を高
め、災害時に的確な消防活動を行うための
各種教育・訓練を実施します。

❸
すべての消防職員が性別や年齢に関係
なく、現場で活躍し続けられる体制を
確保する必要があります。

・ 女性消防職員の一層の活躍を推進するととも
に、定年延長により 60 歳代の職員も現場で
活動し続けられるよう、負担軽減や安全管理
に配慮した装備等の検討・更新を進めます。

❹
地域防災のリーダーである消防団員数
が年々減少していることから、更なる
入団促進と持続可能な組織体制を構築
する必要があります。

・ 地域の実情に応じた団員確保方策を検討す
るとともに、女性や若年層を含め幅広く市
民への入団促進を図ります。また、消防団
の充実・活性化に向けて、活動環境の整備
や団員の負担軽減に取り組みます。

❷ 救急隊員教育の充実や医療機関との連
携強化が必要です。

・ 救急救命士や救急隊員の教育を充実させるとと
もに、メディカルコントロール体制（医療機関
との連携・助言体制）のもとで救急活動の検証
とフィードバックを行い、活動の質を高めます。

❸ 大切な命を守るため、応急手当の普及
啓発が必要です。

・ 応急手当の重要性を市民に広く周知し、関
心を高める広報活動や、救命講習の受講環
境の整備などにより、普及啓発を図ります。

●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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主な関係課室

●消防本部予防課　●消防本部警防課

施策主管課室

消防本部総務課

主な関連計画

●消防計画　　　●消防庁舎再編整備基本構想　　　●人材育成計画（消防職員編）

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 住宅火災及び事業所での火災による死者数（年間） ０人
（R6年） ０人

2 市民等の目の前で倒れた心臓疾患による心肺停止傷病者
が１か月後に生存している割合（５年間平均値）

9.2%
（R6年） 11.7%

３ 災害活動中の公務災害件数及び現場活動における重大な
人為的ミス件数

０件
（R6年度） ０件

施策の進捗状況を確認する指標

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心
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●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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❶
交通事故の発生を防止するには、地域
の実情に応じた交通安全教育や啓発活
動を行う必要があります。

・ くらし安全指導員を中心に、交通安全協会等
と連携して、地域の実情に応じた交通安全教
室や啓発、見守り活動を継続的に実施します。

❷
高齢ドライバーによる交通事故が増加
しているため、事故防止に向けた啓発
や支援が必要です。

・ 高齢者を対象とした出前トークなどの啓発活
動や、運転免許の自主返納を促す支援制度を
継続するとともに、制度の周知を図ります。

❸
自転車の安全な利用を促進するには、
交通ルールやヘルメット着用の必要性
について理解を深める取組が必要です。

・ 自転車用ヘルメットの着用率向上に向け、
着用促進の取組に加え、小・中学校や高等
学校などでの啓発活動を通じて、交通ルー
ルやマナーの理解を促します。

❶
高齢者やこども、障がいのある人など
の交通弱者や、シニアカー・シルバー
カーの利用者が増加しており、通行し
やすい歩道の整備が必要です。

・ 既設歩道の段差解消や道路勾配の修正を行
うとともに、自転車駐車場の適切な管理運
営により、路上の放置自転車等を減らし、
歩行環境の改善を図ります。

・ 通学路の安全確保を図るため、市道グランド
線等の整備や各所の歩道整備を推進します。

〔1〕交通安全等に関する意識の醸成や地域活動の充実

主 な 課 題 主 な 取 組

〔2〕安心して通行できる道路環境の整備

主 な 課 題 主 な 取 組

施策の
目指す姿

●市民の交通安全意識が向上している。
●市民が歩道を安心して通行できる。
●市民の防犯意識が向上している。
●市民が消費者被害・トラブルに遭わないよう日常的に
　意識・行動している。

［基本事業〔1〕］
［基本事業〔2〕］
［基本事業〔3〕］
［基本事業〔4〕］

施策方針 ■関連 SDGs

3-3 暮らしの安全の
確保

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心
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❷
車両運転者の過失による事故（特に通
学路での事故）が全国的に継続して発
生しており、歩行者の安全を確保する
必要があります。

・ 歩行者の安全を確保するため、防護柵やカー
ブミラーなどを整備します。特に通学路では、
地域の PTA や学校と連携し、こどもの目線
に配慮した路面標示や転落防止柵などの安全
対策を実施します。

〔3〕防犯等に関する意識の醸成や地域活動の充実

主 な 課 題 主 な 取 組

〔4〕消費者被害に対する啓発の推進や相談体制の充実

主 な 課 題 主 な 取 組

❶
こどもや女性、高齢者をはじめとする
地域住民の安全・安心を守るため、防
犯意識の向上や地域の防犯力の強化が
必要です。

・ くらし安全指導員による防犯教室や出前
トークの実施、青色防犯パトロール車によ
る巡回に加え、地域安全協議会など関係団
体による啓発活動を支援します。

❷
スマートフォンやインターネットを利
用したサービスの悪用により、特殊詐
欺や住宅侵入などの犯罪が巧妙化・凶
悪化しており、対策が必要です。

・ 地域住民や団体が防犯に効果のある設備等
を導入する際の補助制度を継続するととも
に、地域・警察・関係団体と連携し、市民
の主体的な防犯活動を支援します。

❶
高齢化の進行により高齢者の消費者被害
やトラブルが増加しており、成年年齢の
引き下げに伴う若年層への消費者被害も
懸念されるため、対応が必要です。

・ 消費生活相談員による出前トークの実施
や、年齢に応じた啓発活動を通じて、消費
者トラブルの未然防止を図ります。

❷
社会のデジタル化により、インター
ネット上の被害やトラブル、SNS を
きっかけとした消費者被害が増加して
いるため、対応が必要です。

・ 消費生活相談員による適切な助言や対応に
より、クーリングオフなどによる被害回復
や未然防止に努めます。

❸
災害時に便乗した悪質商法や不確かな
情報の拡散が懸念されるため、注意喚
起や啓発が必要です。

・ 災害発生時には、安全・安心メールや SNS
等を活用して注意喚起を行い、正確な情報
の確認と冷静な対応を促します。

●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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施策の進捗状況を確認する指標

●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎

３ 安全・安心

主な関係課室

●施設整備課　●維持管理課　●生涯学習課

施策主管課室

人権・市民生活課

主な関連計画

●交通安全計画

指標名 現況値
【2025（令和7）年度】

目標値
【2030（令和12）年度】

1 交通事故死者数（年間） ６人
（R6年） 3人以下

2 日頃利用している歩道を安心して歩行・通行できている
と思う市民の割合 51.9% 57.0%

３ 市内の犯罪認知件数（年間） 407件
（R6年） 346件以下

４ 消費者被害・トラブルに遭わないよう日常的に意識・行
動している市民の割合 90.8% 92.2%
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●市民の生命や財産が、災害や犯罪、交通事故等の脅威から守られています。●誰もが安全に、安心して過ごせるまち▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎▶▶︎
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